
高松市中央卸売市場の卸売業者の純資産基準額を定める要領  

 

１  高松市中央卸売市場の卸売業者の純資産基準額  

高松市中央卸売市場業務条例第１１条第２項の規定に基づき、卸売業者の

純資産基準額を次のように定める。  

高松市中央卸売市場の卸売業者の純資産基準額は、当該事業年度の開始日

前１年間の卸売金額（高松市中央卸売市場業務条例第９条第１項の許可を受

けて１年を経過しない者については、高松市中央卸売市場業務条例施行規則

第２条第２項第４号に規定する事業計画書に記載した最初の事業年度の開始

日以降１年間の卸売予定金額に応じ、次表に掲げる金額とする。  

 

附  則  

この要領は、令和２年６月２１日から施行する。  

 

卸売金額  純資産基準額  

５０億円未満  ３，０００万円  

５０億円以上１００億円未満  ６，６００万円  

１００億円以上２００億円未満  １億５，０００万円  

２００億円以上３００億円未満  ２億７，０００万円  

３００億円以上４００億円未満  ３億６，０００万円  

４００億円以上５００億円未満  ４億５，０００万円  

５００億円以上７００億円未満  ６億円  

７００億円以上１，０００億円未満  ７億５，０００万円  

１，０００億円以上  １２億円  


